
　家庭や事業所などでお使いの浄化槽は、維持管理
が適正に行われることによってはじめてきれいな水
を川に流すことができる装置です。河川の汚濁を防
ぐため、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定
検査」が義務付けられています。法定検査は、保守
点検や清掃が適正に行なわれ、浄化槽の機能が正常
に維持されているかどうか確認する検査で、毎年1
回の受検が義務付けられ、罰則規定も設けられてい
ます。

法定検査の内容が変わりました
　浄化槽管理者（設置者）の皆さんに、毎年1回法
定検査を確実に受検していただけるよう、4月から
法定検査に、新たな検査方式が導入されました。
　10人槽以下の浄化槽を対象に、BOD（生物化学
的酸素要求量）の水質検査を導入し、従来実施して
きた外観検査の一部を省略した検査を実施します。
保守点検業者に所属する指定採水員が1次検査を実

施し、結果が「不可」で原因が明確でない場合、滋
賀県知事指定検査機関が2次検査を実施して総合判
定を行います。また、5年に1回、滋賀県知事指定検
査機関による法定検査を実施します。
　浄化槽管理者（設置者）の皆さんは、保守点検・清掃
業務を委託されている業者へ受検申込が必要です。

■検査手数料

　5,000円（2次検査の手数料は必要ありません。）

浄化槽の法定検査を受検しましょう

問い合わせ

県知事指定検査機関  （社）滋賀県生活環境事業協会
☎ 077‐554‐9271　  077‐554‐9293
県琵琶湖環境部循環社会推進課
☎ 077‐528‐3474　  077‐528‐4845
下水道管理課　普及啓発係
☎ 86‐8398　  86‐8032
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